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第99回定期代議員会・第88回定期総会

6月2日に開催された全日本病院協会の第99回定期代議員会および第88回
定期総会（東京都内・ホテルグランドパレス）は、2011年度事業報告、決算報
告、公益社団法人への移行にともなう定款変更等の各案を承認した。
移行にともなう議案は、①定款の変更、②定款施行細則の変更、③役員報酬

規程の制定、④会費取り扱い規程の制定、⑤移行時就任予定役員選任の5件。
このうち定款や施行細則は、公益認定等委員会などによる今後の指導によっ

ては今回承認されたものに一部変更が加えられる可能性があるため、そうした
場合の対応を公益法人改革対応プロジェクト委員会（委員長・猪口雄二副会長）
に一任するという条件とともに採決に付された。その結果、前出の5議案はい
ずれも満場一致で原案どおり可決された。
西澤執行部は8月にも内閣府に認定申請を行なう予定だが、順調に運べば

13年の初めには公益認定がおりるものとみられる。その場合、全日病は13
年4月1日をもって社団法人から公益社団法人への移行登記を行ない、新たに
公益事業という立場から、わが国病院の向上と発展に寄与していくことになる。
定期総会終了後に厚生労働省医政局の井上誠一指導課長が登壇、「医療計画

の見直し」と題した特別講演を行なった。（関連記事を2面・3面に掲載）

11年度決算報告に全日病学会と支部の会計を盛り込む

病院外医療機関対象に準会員を新設。副会長は5人制

木村佑介議長の下に開かれた第99回
定期代議員会は、定数97名（欠員2名を
含む）のところ、出席60名、委任状提出
35名を得て成立。横倉義武日本医師会
長（代理＝三上裕司常任理事）および野
中博東京都医師会長が来賓として出席
し、祝辞を述べた。
第1号、第2号議案として可決された

2011年度の事業・決算報告は公益社団

法人の認定申請に供される。
このうち、決算報告については、新

たに支部と全日本病院学会についても
本部と一体に決算することが求められ
るため、一般会計と3特別会計を連結
させた「総括表」の収支計算書、貸借対
照表、正味財産増減計算書（損益計算
書）、財産目録のそれぞれに両者の会
計が計上された。

全日病が公益社団法人への移行を選
択するにいたった背景には、2008年12
月1日に施行された公益法人制度改革関
連3法によって、それまで主務官庁の
裁量で設立が認められてきた公益法人

（旧来の社団・財団＝前出3法施行後は
特例民法法人）は、「一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律」等の要件
を満たせば登記のみで設立できる一般
社団・財団と、「公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律」等の
基準を満たしているとして国から認定
を受ける公益社団・財団とに分かれる
ことになったことがある。
これにより、08年12月以後特例民法

法人となった旧来の社団・財団は、一
般社団・財団の場合は移行申請を、公
益社団・財団の場合は移行認定を13年
11月末までに終えないと解散したもの
とみなされることになった。
この公益法人制度改革において、西

澤執行部は、本会事業の大半が公益事
業であることから、公益社団法人とす
る道を選択した。
しかし、公益社団の認定を得るため

には、事業費用における公益目的の比
率が50%以上であることなど幾多の要
件を満たす必要があった。その重要な
1つが、前出法とその関連法にそった
定款の制定である。
こうした内容の定款へと変更するに

あたって、執行部は、「現行の定款と大
きく変わることがないようにする」（西
澤会長）というスタンスで臨んだ。
その結果、公益社団としての定款と

その施行細則には、①会員種別に「準
会員（病院以外の医療機関の代表者）」を
追加する、②正会員をもって法上の社
員とする、③代議員と代議員会を廃止
する、④副会長の定数を「5人以内」と
する（現在は「3名以内」）ことなどが盛
り込まれたが、役員と役員会の構成、
選任方法、任期はおおむね現在と変わ
らない。
会費について、正会員と賛助会員は

現行どおりとなる。
その一方で、⑤支部の業務・会計お

よび支部長・副支部長に関する規定、
⑥理事・監事および理事会の職務・権限
等の規定、⑦理事における特別利害関
係や利益相反の制限等が新たに規定さ
れるなど、公益法人としてのガバナン
ス強化が図られる。
移行時の役員について、執行部は、

公益社団法人として事業を開始する13
年4月1日から移行後最初の社員総会が
開かれる6月までの第1期役員に現在の
役員が就任（重任）するという案を示し、
承認を得た。新たな役員は6月の社員
総会で選出される。

消費税率引上は政府案どおりで3党合意か
税制引き上げが主題。社会保障改革は後回し、取引材料の様相

「社会保障と税一体改革」関連法案
をめぐって、政府・与党と自民、公明
の3党による修正協議が進んでおり、6
月14日までに消費税率を2014年4月に
8%、15年10月に10%に引き上げるとい
う点で3党合意がほぼ固まった。焦点
は社会保障改革をめぐる法案の取り扱
いになっている。
一体改革関連については、まず消費

税の引き上げを実現させ、社会保障改
革は「社会保障制度改革国民会議」で自
民主導の議論に持ち込むというのが、
自民党のスタンスだ。そこで、一体改
革案に対抗して打ち出したのが「社会
保障制度改革基本法案（仮称）」。
その「骨子案」（5月29日）には、「医療

保険制度の見直し」として、①給付対象
範囲の適正化、②高齢者医療制度の現
行制度を基本とした必要な見直し、③
（医療のあり方として）尊厳ある終末期
医療等の環境整備があげられている。
民主党がマニフェストで公約してい

る最低保障年金の創設と後期高齢者医
療制度の廃止は一体改革関連法案で取
り上げられ、法案化が閣議決定されて
いる。自民党はこれに反対する政策を
「社会保障制度改革基本法案」に盛り込
み、学識経験者や専門家を中心とした
「社会保障制度改革国民会議」で1年間

議論した上で法案内容を固めるべきと
し、政府・与党に呑むよう見直し協議
で迫っている。
それは民主党の分裂を促す効果があ

るとともに、消費税増税に消極的だが
社会保障改革には積極的な公明党を引
きつけるためにもなるからだ。
これに対して政府・与党は、「社会保
障制度改革基本法案」を修正協議の対
象とすることを容認、「社会保障制度改

革国民会議」に国会議員を加えるなど
の修正提案を行なっている。
修正協議は最後は野田・谷垣会談で

決着をみることになるが、日程的に6
月15日までに決着させないと、消費税
増勢法案の衆議院採決が会期末（6月21
日）までに間に合わない。
法案は同一会期内に2院を通さなけ

れば成立しない。したがって衆議院さ
え通れば同日に会期延長を決め、参議

院における成立を期すことになる。そ
の場合、会期延長の日数によっては医
療法ほかの改正法案が国会に提出され
る公算が出てくる。
このように、修正協議では消費税率

の引き上げが先行し、社会保障改革は
後回しに、あまつさえ譲歩手段にされ
ている。本来は充実した社会保障施策
を行なうために消費税率を引き上ると
いう話であったところ、増税ありきで
手段が目的化されているというのが実
態だ。こうした与野党の攻防に民主党
内の対立も加わり、社会保障改革の議
論は政局の動乱にかき消されようとし
ている。

公益社団法公益社団法人移行移行にとにともなうもなう定款等定款等の変更の変更を承認を承認公益社団法人移行にともなう定款等の変更を承認
移行直後の役員には現役員が就任移行直後の役員には現役員が就任。移行後初の社員総会で新役員を選出移行後初の社員総会で新役員を選出移行直後の役員には現役員が就任。移行後初の社員総会で新役員を選出

感染管理の従事経験は院内感染防止委員会等を含む
厚労省が12年度改定の質問に回答、全日病HPに掲載

2012年度診療報酬改定に関する全日
病の質問に対する回答が、このほど厚
労省保険局医療課から示された。
会員病院から寄せられ、医療保険・診
療報酬委員会（猪口雄二委員長）が整理
した上で医療課に投げかけた質問は64
件にのぼる。同委員会は、厚労省の回
答を「平成24年度診療報酬改定説明会
質疑応答集」と題して、全日病ホームペ
ージに掲載した。
「質疑応答」の中で、「定期的に院内で
検証を行う」とされている一般病棟の看
護必要度測定にかかわる「定期的」の解
釈について、医療課は「院内で定める

期間でよいが、年に1回では定期的と
はいえないため不適切である」と指摘。
その上で、「検証は必ずしも所定の研
修を修了したものが行う必要はないも
のの、可能な限り修了したものが行う
事が望ましい」とした。
感染防止対策加算の施設基準の1つで
ある「感染制御チーム」を構成する看護
師に関しては「5年以上感染管理に従事
した経験を有する」とされているが、こ
の「感染管理に従事した経験」について
は、「院内感染防止委員会等による、感
染防止対策に関わる業務に従事した経
験等への参加を含む」という解釈を示

した。
さらに、在宅療養支援診療所・病院に
関しては、施設基準の1つに「過去1年
間の緊急の往診実績5件以上（看取り実
績2件以上）」とあるところ、「過去1年間
の実績」は「年度単位ではなく、直近1
年間の歴月単位での実績である」と説
明、「平成24年6月に届出を行う場合は
23年6月～24年5月までの1年間の実績」
という例示を添えた。その上で、「実
績に係る届出は年に1回でよいが、施
設基準を満たさなくなった場合は直ち
に届出を行うこと」と注意を喚起した。
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公益社団の認定申請に必要な機関決定が終了
第99回定期代議員会・第88回定期総会 正会員による社員総会が最高議決機関。準会員制度を導入。支部の規定も整備

●目的（第3条）
全国の病院の一致協力によって病院

の向上発展とその使命遂行に必要な調
査研究等の事業を行い、公衆衛生の向
上、地域社会の健全な発展に寄与する
ことを目的とする。
●事業（第4条）
（1）社会保障制度、医療制度その他病
院に関係する諸制度に関する調査研究
及び提言並びに政府その他の関係機関
関係団体との連絡協議
（2）病院の管理運営及び病院施設の改

善向上に関する調査研究及び提言
（3）病院資質の向上に資する医師その
他病院関係職員の実務的、理論的及び
倫理的なレベルの向上に関する教育研
修及び検定並びに普及啓発
（4）その他この法人の目的を達成する
ために必要な事業
●会員（第5条）
・会員は、正会員、準会員（病院以外
の医療機関の代表者）、賛助会員をも
って構成する。
・会員のうち正会員をもって「一般社

団法人及び一般財団法人に関する法
律」上の社員とする。
●理事会の決議により、正会員又は準
会員から、特定の事業又は支部運営に
必要な費用を徴収することができる。
（第7条2項）
●総会（第12条）
・すべての社員で構成される総会をも
って法上の社員総会とする。
●役員（第23条）
・本協会の役員は理事（50人以上55人

以内）と監事（4人以内）からなり、理事
のうち1人を会長（法上の代表理事）、5
人以内を副会長及び20人以内を常任理
事とし、副会長及び常任理事をもって
法上の業務執行理事とする。
●支部（第46条）
・本協会は都道府県ごとに支部を置き、
支部ごとに支部長を置く。
・支部の組織、業務及び支部長の選出
方法は、理事会の決議を経て、会長が
別に定める。

□第99回定期代議員会における西澤会長の挨拶（要旨）

2011年度の診療報酬改定は「社会
保障・税一体改革」の第一歩に位置づ
けられ、機能分化と連携そして在宅
医療に重点配分したものとなった。
改革に併せて医療法改正も予定さ

れており、病床の機能分化というこ
とで急性期病床群という案のほか、
在宅医療拠点を医療法に位置づける
という提案も出ている。
これまで「病院のあり方報告書」で

示してきたように、我々は改革は必
要であると考えている。しかし、厚
労省の取り組み方をみていると、議
論が不十分なまま、拙速に行なわれ

ている感がある。我々は、現状をき
ちんと踏まえた、データを基にした改
革であるべきであると考える。
少子高齢化が進む中、医療・福祉

が本当にしっかりしなければ日本は
おかしくなると危惧している。した
がって、医療現場とともに全日病の
役割が非常に大切になる。そういう
意味から全日病は公益法人であるべ
きだろうと考え、公益法人を目指し
てきた。本日はそうした公益法人移
行に関する議案をお諮りしている。
もうひとつの重要課題に消費税の

問題がある。医療は非課税とされて

いることから、控除対象外消費税い
わゆる「損税」が生じている。これに
対して政府は、消費税率が8%あるい
は10%までは現行どおり非課税でい
くとしている。
時間がないこともあり、8%に関し

ては診療報酬による対応もやむを得
ないかと思うが、10%以上になった
ときには課税にしてもらわなければ
医療機関はもたない。
「非課税を課税に」と言うと「患者
に負担させていいのか」という話に
なりがちだが、患者に負担させるとい
うことではなく、医療機関がこうむっ

ている控除対象外消費税を何とかして
ほしいというのが我々の要望である。
これによってもし医療機関の経営

基盤が不安定になれば、一番被害を
こうむるのは国民・患者である。し
たがって、国民・患者の立場からみ
ても、控除対象外消費税は解消され
なければならない、非課税から課税
にもっていかなければならないと思
っている。
これは医療界が一体に要望してい

かなければ難しい問題であり、病院
団体と医師会が一丸となって進んで
いきたいと思っている。

□2011年度事業実績報告（前文＝要約）

2011年度には東日本大震災への対
応として、被災地への医療救護班の
派遣、医師・看護師の派遣を実施した。
12年度も引き続き被災地への継続的
支援を行う。
12年4月の診療報酬改定に対しては
医療提供者の立場から中医協で積極
的に発言、結果として小幅であるが
プラス改定となった。
当協会の事業は多岐にわたってい

るが、多くの会員病院の協力の下、順
調に発展している。各委員会（22委員

会）は事業計画に基づいて活動を行い、
成果を挙げてきた。
主な成果として、「病院のあり方に関
する報告書2011年版」の発行、消費税
をはじめとする医療関連税制に関す
る要望書の提出、診療報酬改定に対す
る要望書の提出、「病院経営調査」の
実施、「DPC分析事業」の実施、終末
期に関する調査研究事業の実施、新
たな病院機能評価項目の見直しへの
提言、人間ドック・特定健診・特定保
健指導に係る事業の実施、等がある。

また、多数の研修会（21研修会）も
開催した。医療機関トップマネジメ
ント研修や病院事務長研修などの病
院の管理運営に係わるものから、医
療安全管理者養成や個人情報保護管
理・担当責任者養成などの医療従事
者の資質向上に係るもの、医師事務
作業補助者研修や総合評価加算に係
る研修等診療報酬実務に及ぶものな
ど、様々な研修を実施した。厚生労
働省等の委託事業も2事業受託した。
四病協、日病協に積極的に参加し、

また日本医師会との連携を行い、東
日本大震災についての対応はもとよ
り、多くの医療関連事項、消費税等
の問題について議論を進めてきた。
特に、診療報酬・介護報酬同時改定
に対しては、病院団体で協働して、
多くの提言、要望を行った結果、多
くの成果を得た。
全日本病院協会は今後も会員各位

の支援を賜り、全日本病院協会が
益々発展・充実する事を願い、引き
続き各種事業活動を実施していく。

「がん対策推進基本計画」の変更を閣議決定
2012年度から2015年度までの5ヵ年を
対象とする「がん対策推進基本計画」の
変更案が6月8日に閣議決定された。「が
ん対策推進基本計画」は都道府県がん
対策推進計画の基本となる。

分野別の施策には、（1）チーム医療の
推進（3年以内にすべての拠点病院にチ
ーム医療の体制を整備、（2）緩和ケアの
推進（5年以内に、がん診療に携わるすべ
ての医療従事者は緩和ケアの知識と技

術を習得。3年以内に拠点病院を中心に
緩和ケアチームや緩和ケア外来を充実）、
（3）新医薬品・医療機器の早期開発・承
認等に向けた取り組みの着実な実施、
（4）5年以内の小児がん拠点病院整備と
小児がんの中核的機関の整備開始、な
どが新たに盛り込まれた。
また、喫煙率の数値目標が初めて書

き込まれた。2022年度までに、①成人
喫煙率12%、②未成年者喫煙率0%、③
受動喫煙は、行政機関・医療機関0%、
家庭3%、飲食店15%、職場は2020年ま
でに0%とする、というもの。
がん検診の受診率については、5年

以内に50%（胃、肺、大腸は当面40%）を
達成するとしている。

6月2日の第99回定期代議員会・第88回定期総会は公益社団法人への移行にとも
なう議案の採決を行なった。その結果、①定款の変更、②定款施行細則の変更、
③役員報酬および会費取り扱いの各規程、④移行時就任予定役員の選任がそれぞ
れ執行部案どおり採択され、公益社団法人の認定申請に必要な機関決定は基本的
に終了した。以下に、承認された定款変更等の要点を紹介する。（1面記事を参照）

□「公益社団法人全日本病院協会定款」から（変更個所の抜粋＝要旨）＊現行規
定を受け継ぐ部分がある条文については変更箇所を下線で示した。

●支部・（副）支部長・支部会計等
・支部は当該支部に所属する正会員を
もって構成する。（第14条）
・副支部長の定数は各支部の会員に応
じて、30名以内の支部は1名、31名以
上50名以内の支部は2名、51名以上の
支部は支部会員数を50で除して得た数
に1を加えた数（端数切り上げ）とする。

（第15条）
・支部運営に必要な費用の徴収は当該
支部の定めによる。（第16条）
・支部は当該年度終了後に支部会務に
ついてすみやかに本部に報告を行う。
（第17条）
・支部は会計報告等の処理について定
期定型にて本部へ報告する。（第17条2項）

□「公益社団法人全日本病院協会定款施行細則」から（変更個所の抜粋＝要旨）
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基本診療料のあり方に関する検討

基本診療料のあり方に関する検討を
開始した中医協の診療報酬基本問題小
委員会は6月6日に2回目の議論を行な
った。
議論は緒についたばかりで、今後の

検討の進め方について意見を交換しあ
う段階に過ぎない。しかし、支払側と
診療側との間で、コスト議論をめぐる
認識に大きな落差があることがあらた
めて判明した。
同日の基本小委に、事務局（厚労省保
険局医療課）は基本診療料のあり方に関
する検討作業の論点構造を例示した。
事務局が示した案は、全体の論点を、

「次期改定に向けて具体的な検討を進
める事項」と「なお引き続き十分な検討
を要する事項」とに分けて検討を進め
るという前提にたった上で整理したも
の。
そこには、「入院外来別に基本診療料
が想定するサービス内容とはなにか」、
「入院基本料と特定入院料の役割や水
準・基準をどのように考えるか」、「基本
診療料と各種加算や特掲診療料との関
係や配分のウエイトをどのように考え
るか」など、検討を進める上でベース

となる視点があげられた。
また、初再診料に関しては、「様々な
診療に共通して一律に設定されている
初診料・再診料の水準、医学管理等の
特掲診療料との関係など、そのあり方
をどのように考えるか」といった、コス
ト定義にかかわる視点も提示された。
事務局は、こうした検討テーマに続い
てコスト調査をめぐる視点も示したが、
その内容は、例えば「診療内容に一定
の同一性がない場合はコスト調査は難
しいのではないか」あるいは「コスト調
査の意義付けや実施について、支払・
診療各側の意見が異なることから引き
続き意見調整を図ってはどうか」とい
うように、もっぱらその実施困難さに
着目した考え方であった。
その上で、事務局は、「コスト要因の
反映については診療科の特性や算定状
況の分布等を見ながら具体的な検討が
可能と考えられる分野から検討を進め
るとともに、コスト調査の実行可能性
を改めて検討してはどうか」と、コスト
調査の可能性の検討をコスト要因の反
映が可能な分野に狭めるという方法を
提案した。

診療側「専門家や実務家によるＷＧを設置すべき」

支払側「我々はコスト調査に乗る気はない」

支払側 コスト調査は点数アップにつながると懸念？

診療側 エビデンスにもとづく議論で点数設定すべし

こうした事務局の提案に、診療側西
澤委員（全日病会長）は、「問題点をよ
く整理しないと混乱する。次回改定に
向けて何をするかという点が1つある
が、基本診療料のあり方の検討は長期
にわたるものでもある。この2つをし
っかり分けて再度示してほしい」と注
文をつけた。

その上で、「まずは基本診療料の内
訳や定義を明らかにしなければならな
い。それをすることなく、基本診療料
の議論をコスト調査に直結させると、
コスト調査分科会の報告から指摘され
た過ちを繰り返すことになる。逆に、
それが明確になれば調査も可能だ」と、
精緻なコスト調査に向けた前提的課題

を明らかにした。
さらに、「専門家を交えたWGを設置
して、そこで（基本診療料の内訳等を）
整理してほしい。ＷＧは病院管理の専
門家や実際の病院経営に携わっている
人を中心にするべきである」と提案し
た。
他の診療側委員も異口同音に、コス

ト調査を含むデータ分析をベースにし
た議論への期待と注文を語った。
こうした意見に、支払側の白川委員

（健保連専務理事）は「コストをめぐる議
論に我々はまったく乗る気はない」とと
反発。
その理由を「コスト調査の目的がまっ

たく分らないし、それを得て診療側が
何をしようとしているかが分らないか
らだ」と説明。さらに、「患者を受け入
れるために生じる基本コストと患者に
よって異なるコストがあると診療側は
言う。とすると、再診料も診療科別に
なるというのか」と弁じた。

支払側の疑問に、西澤委員は、閣議
決定に基づいて03年7月に設置された
診療報酬調査専門組織はデータにもと
づく技術評価やコスト評価を重要な課
題としていること、それが、現在にい
たるも功を奏しているとはいえないこ
と等を指摘し「我々は単に点数に不満
があるからといってコスト議論を希望
しているわけではない。コスト調査の
結果によっては下がるものと上がるも
のがある。大切なことはエビデンスに
もとづく議論で点数を設定することで
ある」と説明した。
支払側も次期改定に向けて反映可能

な課題を整理していく必要は認めてい
る。それでもコスト調査の必要性を否
定するのは、その結果診療報酬体系の
歪みや点数設定の不整合が明らかにな
ったとしても、医療費の制約がある限
り、全面改訂の余地はないとする立場
からとみられる。
逆に言えば、コスト調査は診療報酬
を大きく引き上げる結果につながると
確信しているともいえる。
議論の結果、診療・支払各側とも、今
後どういう点をどう検討するのか検討
作業の進め方に関する意見提案を次回
示すことから始めることで合意した。

医療計画を通じて機能分化と連携を進めていく
医療計画見直しで各医療圏に「圏域連携会議」を予定。医療機関の参加を期待

特別講演「医療計画の見直し」（要旨） 厚生労働省医政局　井上誠一指導課長 ＊講演は第88回定期総会（6月2日）後に行なわれた。

今年度は、各都道府県が5年に1回の
医療計画見直し作業を行ない、2013年
度からの5ヵ年計画を策定する年に当た
っている。新たな医療計画については
「医療計画の見直し等に関する検討会」
が、昨年の12月に意見書をまとめている。
そのポイントは以下のとおりである。

（1）2次医療圏の設定を見直す上での視
点を整理
（2）疾病事業ごとのPDCAサイクルが
うまく回る仕組みの導入
（3）在宅医療に関する数値目標や連携
のあり方の記載
（4）4疾病5事業への精神疾患の追加（5
疾病5事業）
（5）医療従事者の確保に関する地域医
療支援センターの取り組みの記載
（6）災害時における医療体制に関する
より具体的な対策の記載
以下、各項目にそってお話する（編集

部注／一部項目は割愛した）。
（1）2次医療圏の設定について
現在349ある医療圏を患者の流出入

という点から検討した結果、人口20万
人で傾向が分かれることが分ったので、
これを1つのラインとして、2次医療圏の
見直しを都道府県に検討していただく。
強制的かつ一律にやるということでは
なく、地域の事情をよく勘案しながら
実態を踏まえて見直す、1つのメルクマ
ールとして提示した。

（2）PDCAサイクルについて
疾病または事業ごとのPDCAサイク

ルでは、課題の抽出、施策、公表とい
う項目を新たに取り上げて見直した。
現状把握については指針において必須
指標と推奨指標に分けて指標例を示し
たが、これを活かしながら課題を抽出、
その上で数値目標を立て、それを達成
するために必要な施策を立案し、実施
し、その実施状況を評価していただく。
そして、計画内容や進捗と評価の状況
をホームページなどで公表していくと
いう考え方を示している。評価は1年
ごとにすることが望ましいということ
で、都道府県に働きかけている。
（3）在宅医療について
今は、1年間に亡くなる方の数は120

万人ぐらいだが、2040年には166万人
になると推計されている。40万人増え
る分を今後も病院でみるのは難しい。
在宅医療を、看取りの場の確保という
観点からも整備していくということが
非常に重要である。
そういった問題意識で、厚労省は今

年度を「在宅医療・介護あんしん2012」
と位置づけて、医療計画や診療報酬・
介護報酬を含めた施策を総動員してい
く所存である。
その1つに多職種協働による在宅チー
ム医療を担う人材育成事業があるが、
今年度は、地域レベルの研修プログラ

ムを企画・立案するリーダーを育てる
「都道府県リーダー研修・地域リーダー
研修」を予定している。
もう1つは在宅医療連携拠点事業で、

昨年度10ヵ所で行なったモデル事業を
今年度は105ヵ所で実施する。在宅療
養支援病院、在宅療養支援診療所、訪
問看護ステーション、場合によっては地
区の医師会や自治体が実施主体となり、
ケアマネ資格を持つ看護師やMSW等
を専従で置いて、連携を進めるための
取り組みをしていただく。
在宅医療はこれまでも記載事項には

なっていたが、都道府県ごとに記載内
容が異なっていた。そこで、今回は在
宅医療体制構築のための指針を示した。
退院、在宅療養、急変時、看取り時と、
フェーズごとに、各機関がそれぞれの
役割を担いながら支えていく体制を構
築していく計画を想定しつつ、より積
極的な役割を担っていく医療機関を医
療計画に位置づけていく。
（4）医療従事者の確保について
昨年度から都道府県による地域医療

支援センターという取り組みを15ヵ所
で開始したが、今年度は20ヵ所で取り
組む。将来的には希望するすべての都
道府県で行なうことを目指したい。
都道府県が責任を持って医師の地域

偏在解消に取り組むコントロールタワ
ーということで、専任医師2人、専従の

事務職員3名という体制で、県庁や大
学病院、県立病院に設けていただいて
いる。
各都道府県には医療対策協議会が設

けてあるが、地域医療支援センターが
その実働部隊となって実際の医師確保
対策を進めていくようなイメージを想定
している。
医療計画を通じて機能分化と連携を

進めていくことが何より重要と考える。
それぞれの医療機関が自らの診療機能
を明確にして、地域の医療連携体制構
築に向けた取り組みに積極的に参画し
ていただきたい。
今回の医療計画の見直しに際しては、

医療圏ごとに協議の場、圏域連携会議
のようなものをぜひ設けてほしいと各
県に働きかけているが、そこに地域の
医療機関も参加し、それぞれの地域の
あるべき医療提供体制について議論し
ていただきたい。

ココスト調査の必要ト調査の必要をめぐりめぐり意見が対立意見が対立コスト調査の必要をめぐり意見が対立
支払側と診療側でコ支払側と診療側でコスト議論の認識に大きな落差ト議論の認識に大きな落差支払側と診療側でコスト議論の認識に大きな落差
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「2次救急医療機関等も計画停電の緩和対象とする」方向で検討
関電と九電が回答。詳細は6月半ばに公表。四国電力は計画停電実施に否定的

四病院団体協議会と日本医師会は5
月25日に9電力会社と話し合いをもち、
今夏に実施が決まっている電力使用制
限と実施の公算がある計画停電につい
て、全国の医療・介護施設および居宅
患者・被介護者等に電力供給が行なわ

れるよう配慮を要請した（6月1日号既
報）。この要望に対する電力各社から
の回答が6月4日までに揃った。
それによると、国の方針で「計画停

電の準備を進める」とされた4電力会
社のうち、関西電力と九州電力は「救

急救命センター、周産期母子医療セン
ター、災害拠点病院とともにその他の
医療機関（2次救急医療機関等）も可
能な限り緩和対象に追加することを検
討している」ことを明らかにした。
残り2電力会社のうち、北海道電力

は影響緩和措置の検討内容に関して明
言を避けたが、四国電力は「電力使用
制限令及び計画停電発動の可能性は極
めて低い」と断言した。
以下に、電力各社の回答要旨を紹介

する。

電力各社の回答（要旨・順不同） ＊関西電力は6月1日付。他の8社はすべて6月4日付

□関西電力
国の方針で「計画停電の準備を進め

ておく」こととされたことから、現在、
検討を進めているところ。区域割りや
スケジュールを含めた計画停電の準備
については6月中旬を目途に公表する
予定である。医療機関等については停
電による影響をできる限り緩和したい。
具体的緩和措置対象としては、救急

救命センター、周産期母子医療センタ
ーおよび災害拠点病院だけでなく、そ
の他医療機関（2次救急医療機関等）に
ついても、国と調整しながら、緩和対
象に含めることを検討している。検討
結果は6月末までに各医療機関に伝ら
れるよう努力する。
在宅で人工呼吸器等の医療機器を使

用するお客さまへの対策の徹底、熱中
症対策の周知徹底等にも国・自治体と
連携しながら取り組んでまいりたい。
□九州電力
国の方針を受け、6月中旬目途の公

表に向け、万がーの場合の計画停電に
ついて検討を進めている。医療機関等
ヘの通電については、国の方針にもと
づき、緩和措置を講ずるべく鋭意検討
を行っている。具体的には、救急救命
センター、周産期母子医療センターお
よび災害拠点病院に加え、その他の医
療機関（2次救急医療機関等）について

も、可能な限り緩和対象に追加するこ
とを検討している。また、在宅で人工
呼吸器等の医療機器をご使用されてい
るお客さまへの対策の徹底、熱中症対
策の周知徹底等にも取り組んでまいり
たい。
□北海道電力
国の方針を受け、計画停電について

検討を進めている。影響緩和措置につ
いても、国の方針に基づき、医療施設
などに与える影響の重大性に鑑み、対
象施設について検討を進めているとこ
ろ。今般要望をいただいた内容も含め、
国との調整を早急に進めるとともに、
北海道など関係機関とも連携しながら
鋭意取り組んでまいりたい。
□四国電力
一昨年並みの猛暑となった場合にも、
僅かながらも供給予備率がプラスとな
る見通しにあり、電力使用制限令及び
計画停電発動の可能性は極めて低いと
考えている。ただし、万一の事態に備
え、計画停電を想定した具体手順を検
討しており、現在、計画停電実施時の
影響緩和措置の対象施設について検討
を進めている。
□東京電力
今夏について、当社の電力需給は平

成22年並みの猛暑の場合でも供給予備
率4.5%程度であり、安定供給は確保で

きる見通しである。政府より計画停電
の準備指示は示されておらず、当社も
計画停電の「原則不実施」を継続できる
と考えている。
□東北電力
今夏は節電の数値目標を設定してお

らず、これまでと同様に計画停電は「原
則不実施」としているが、万が一の場
合には昨年夏の計画停電の枠組みを維
持することとしている。その際、医療
機関等については停電の影響をできる
限り緩和するとともに、在宅で人工呼
吸器等の医療機器を使用する患者様ヘ
の対策の徹底等に取り組みたい。
□中部電力
2010年並みの猛暑を前提とした場合

にも供給予備率5.2%を確保しており、
計画停電実施に向けた具体的な計画停
電除外対象の選定等を行う状況にはな
い。
□北陸電力
現状では計画停電の必要性はないと

考えているが、万がーの計画停電に備
えた除外箇所の検討にあたっては、国
と調整のうえ（貴会要望について）配慮
して参りたい。
□中国電力
今夏について計画停電を行う必要性

はないと考えているが、万がーを想定
した計画停電の実施に向けた検討を進
める際には貴会の要望を真塾に受け止
め、最大限の対応を行ってまいりたい。

政府は大飯原発再稼動を表明。それでも計画停電準備は必要

野田佳彦首相は8日の官邸記者会見
で、停止している関西電力大飯原発3・
4号機（福井県おおい町）を再稼働させ
る方針を表明した。
一方、福井県は再稼動への同意を正

式に決めているが、地元のおおい町も
同意する方針を固めている。
政府は福井県知事とおおい町長の同

意報告を受け、6月16日にも関係3閣僚
との会合を開いて再稼働を決める手筈
となっている。

関西電力は、大飯原発3・4号機の再
稼動が決ってから両炉が実際に稼動す
るまで約6週間かかるとしている。ま
た、停止のままだと今夏に14.9%の供
給不足が生じるとされているが、両炉
の再稼動によって「14.9%はゼロに抑え
られるものの、さらに3%の予備電力が
必要」なことから、現状では、「引き続
きの節電努力と万一に備えた計画停電
の準備は進めざるを得ない」（関電広報
室）としている。

准看受験資格と准看業務への従事を認める。「滞在3年」は変わらず
EPA看護師候補者

厚生労働省は5月30日付で医政局看
護課長と職業安定局外国人雇用対策課
長連名による通知（医政看発0530第号）
を各都道府県宛に発出、EPAにもとづ
いて受け入れた外国人看護師候補者が
准看試験を受験する場合および免許取
得後に准看として従事する場合の取り
扱いに関する判断を示した。
以下は通知の要旨。

●准看試験の受験資格

保助看法にもとづく受験資格を有す
る者は同法22条3号の規定により准看
試験の受験資格を有する。このため、
EPAにもとづく外国人看護師候補者は
准看試験の受験資格を備えていること
になる。
●准看として従事する場合の在留資格
外国人看護師候補者が准看の免許を

受けた後に受け入れ施設でそれまでの
看護補助者の業務を准看の業務に変更

する場合、当該活動が引き続き看護師
免許を受けることを目的とし、看護師と
して必要な研修として業務に携わるも
のであれば、EPAにもとづく在留許可と
して指定された特定活動の範囲を超え
ることはなく、引き続き特定活動の在留
資格で在留することが可能であり、か
つ、在留資格の変更手続きを要しない。
ただし、EPAにおいて最大3年間と

されている滞在期間に変更はない。

●受け入れ施設（病院）の就労研修事業
の取り扱い
前出のとおり外国人看護師候補者の

准看就業を受け入れる施設（病院）は、
引き続き、外国人看護師候補者就労研
修事業の交付対象となる。
●雇用契約の要件の取り扱い
EPAの枠組では、受け入れ機関は「日
本人が従事する場合と同等額以上の報
酬」を外国人看護師候補者に支払うこと
とされているが、これは、准看として従
事する場合には、准看の業務に従事す
る日本人職員と比較するものであること。

医療法施行規則の一部改正省令で施行通知

持分ある同士の合併は新設以外は持分ありも可能

医療機関債を活用した対医療法人融資を認める

厚生労働省は5月31日付で医政局長
通知（医政発0531第1号）を発出し、各都
道府県知事等に、医療法施行規則の一
部改正省令の施行（5月31日）に関する医
療機関への周知を要請した。
改正省令の概要は以下のとおり。
●医療機能情報提供制度にもとづく医
療機能情報の公表方法は、インターネッ
トによるもの以外は、都道府県の裁量
で行なえるようにする。
●地域医療支援病院の開設者から都道
府県知事に提出された報告書も前出と
同様とする。

●合併前の医療法人のいずれもが持分
の定めのある医療法人で、合併によって
設立する医療法人の定款または寄付行
為で残余財産の帰属に関する規定を設
けるときは、医療法第44条第5項の規
定（編集部注／医療法人の設立認可の
申請に関して必要な事項は省令で定め
る）に従うものとし、所要の改正を行
なう（編集部注／5月31日付医政局指導
課長通知「医療法人の合併について」
を参照＝下掲記事）。
●上記のため関係する医政局長通知を
改正した。

医療法人

厚生労働省は5月31日付で医政局指導
課長通知（医政指発0531第2号「医療法
人の合併について」）を発出、各都道府
県に、医療法人の合併手続きにかかわ
る留意点等を整理して示した。
その中で、合併後に持分の定めのな

い医療法人となるケースとして、①合
併前の医療法人のいずれも持分のない
医療法人である場合、②合併前の医療
法人のいずれかが持分のない医療法人
である場合、③合併前の医療法人のい
ずれもが持分のある医療法人であって

合併により新たに医療法人を設立する
場合の3通りを示した。
したがって、合併前の医療法人のい

ずれもが持分のある医療法人であって
合併後にいずれかが存続する場合は
「合併後存続する医療法人の定款にお
いて、残余財産の帰属すべき者として
国若しくは地方公共団体又は医療法人
その他の医療を提供するものであっ

て、厚生労働省令で定めるもの以外の
者を規定することができる」とし、持
分の定めのある医療法人として医療法
経過措置の適用を受ける「経過措置型
医療法人」となることができることを
を改めて明確にした。
通知の内容は2007年3月30日の医政

局通知（医政発第0330049号）の3の（6）
を再確認するものとなった。

厚生労働省は5月31日付医政局長通知
（医政発0531第14号）で、「医療機関債
発行ガイドライン」の一部を改正、同日
から適用することを明らかにした。
改正は、これまで原則禁止とされて

きた「医療法人による他医療法人への
融資」に医療機関債を活用した特例を
認めるもので、おおむね、以下の条件
を満たすことが求められる。
（1）医療機関債を購入する医療法人は、
発行する医療機関と同一の2次医療圏内
に自らの医療機関を有している上で両者
の間で医療連携が行なわれていること。

（2）医療機関債を購入する前年度の貸
借対照表上の総資産額に占める純資産
額の割合が20%以上であること。
（3）医療機関債の購入額は前出純資産
額を超えず、かつ1億円未満であること。
（4）保有することができる医療機関債
は償還期間が10年以内のもので、かつ、
1つの医療法人が発行するものである
こと。
（5）同一医療法人が発行する新たな医
療機関債は、保有済医療機関債の償還
終了後1年が経過するまでは購入する
ことができないこと。


